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令和 5 年第９回東串良町農業委員会会議録 

 

招集年月日 令和５年９月２５日 

招 集 場 所 東串良町役場委員会室（３階） 

開催の日時

及び宣言 

開会 
令和５年９月２５日 

午前１０時００分 
議長 大村 教男 

閉会 
令和５年９月２５日 

午前  時  分 
議長 大村 教男 

農業委員 

 

出席数 名 

欠席数 名 

 

出席○ 

欠席× 

出欠 番号 氏   名 出欠 番号 氏   名 

〇 １ 吉ヶ﨑 弘一 〇 ５ 鶴丸 千尋 

〇 ２ 松留 立美 〇 ６ 木佐貫 一孝 

〇 ３ 稲村 照隆 〇 ７ 櫻木 孝二 

〇 ４ 大村 教男 〇 ８ 内村 初子 

最適化推進 

委員 

 

出席数 名 

〇  有留 幸路 〇  松元 友信 

〇  中村 春樹 〇  杉木 秀幸 

×  福岡 みどり 〇  松留 和江 

〇  村吉 博美 〇  谷口 憲三 

会議録署名委員 6 番 木佐貫 一孝 7 番 櫻木 孝二 

出席した事務局職員 
局長，

次長 

上野 勝志 

駿河﨑 哲郎 
書記 

宮之前 博一・出水翔太 

若松 雄一・児玉 隆男 

会

議

に

付

し

た

事

項 

 

日程第１ 議案第４７号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

 

日程第２ 議案第４８号 農地中間管理事業農用地利用集積計画について  

 

日程第３ 議案第４９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

日程第４ 議案第５０号 農地振興整備計画変更に伴う意見について 

 

日程第５ 議案第５１号 農地法第５条第１項の規定による農地転用許可申請について 

 

日程第６ 議案第５２号 農地のあっせん委員の選任について 

 

日程第７ 議案第５３号 「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に係る意

見について 
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開会   午前 10 時 00 分 

 

 

議長（大村） 

皆さんおはようございます。 

ただいまから定例総会を始めたいと思います。 

 

福岡委員から、欠席届が参っております。 

出席者 15 名で、定足数に達しておりますので、東串良町農業委員会 

令和５年第９回定例総会を開催いたします。 

 

本日の会議録署名委員に、６番木佐貫委員と、７番櫻木委員にお願いい

たします。 

 

ここで諸般の報告をいたします。 

 農業経営基盤強化促進法による賃貸の合意解約が５件７筆ありました。 

 つきましては、総会資料の最後の方に添付してありますので、あとでお

目通しをお願いします。 

 

それでは、ただいまから議事に入りたいと思います。発言される方は 

必ず議長の許可を受けて、発言くださるようお願いいたします。 

 

議長（大村） 

それでは日程第１議案第４７号農業経営基盤強化促進法による農用地

利用集積計画について議題といたします。 

 

今回申請がなされたのは、所有権が６件、賃借権が３件あります。 

 

 それでは、事務局の説明をお願いしたいところでありますが、資料１ペ

ージ、所有権移転の３５番については、譲受人が○○さんとなっておりま

すので、先に質疑を行わせていただきたいと思います。  

 

 東串良町農業委員会会議規則第２５条によって○○委員は質疑の間、退

席をお願いします。  

 

 （○○委員退席）  

 

 それでは、事務局の説明をお願いします。  

 

 

事務局（若松） 

それでは、説明いたします。資料１ページをご覧ください。 
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所有権移転の３５番、譲渡人は川東の〇〇さん、譲受人は岩弘の 

○○さん申請地は議案書に記載されているとおり、贈与による所有権の移

転でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長（大村） 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

質疑を終結いたします。 

本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。  

よって本案は原案のとおり承認することに決しました。 

それでは、質疑が終了したので、有留委員の入室を認めます。 

 

（○○委員入室） 

 

議長（大村） 

次に資料５ページ、賃借権の９９番については、貸人が〇〇さんとなっ

ておりますので、先に質疑を行わせていただきたいと思います。  

 

 東串良町農業委員会会議規則第２５条によって○○委員は質疑の間、退

席をお願いします。  

 

 （○○委員退席）  

 

 それでは、事務局の説明をお願いします。  

 

 

事務局（若松） 

それでは、説明いたします。資料５ページをご覧ください。 

賃借権の９９番、貸人は川西の〇〇さん、借人は肝付町の〇〇さん申請

地は議案書に記載されているとおり、更新１０年の利用権設定でございま

す。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長（大村） 

ありがとうございました。 
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これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

質疑を終結いたします。 

本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。  

よって本案は原案のとおり承認することに決しました。 

それでは、質疑が終了したので、〇〇委員の入室を認めます。 

 

（内村委員入室） 

 

議長（大村） 

それでは、引き続き事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（若松） 

説明いたします。資料１ページをご覧ください。 

所有権移転の３６番、譲渡人は川西の〇〇さん、譲受人は岩弘の 

○○さん、申請地は議案書に記載されているとおり、売買による所有権の

移転でございます。 

 

２ページをお開きください。 

３７番は、譲渡人が亡くなられたため、欠番とします。 

 

次に、３８番、譲渡人は鹿児島市の〇〇さん、譲受人は肝付町の 

○○さん、申請地は議案書に記載されているとおり、売買による所有権の

移転でございます。 

 

３ページをご覧ください。 

 

次に、３９番、譲渡人は愛媛県東温市の〇〇さん、譲受人は 

川東の〇〇さん、申請地は議案書に記載されているとおり、売買による所

有権の移転でございます。 

 

次に、４０番、譲渡人は川東の〇〇さん、譲受人は川東の〇〇さん、申

請地は議案書に記載されているとおり、売買による所有権の移転でござ

います。 

 

４ページをお開きください。 
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次に、４１番、譲渡人は愛媛県東温市の〇〇さん、譲受人は 池之原の

〇〇さん、申請地は議案書に記載されているとおり、売買による所有権

の移転でございます。 

 

５ページをご覧ください。 

 

賃借権の１００番、貸人は鹿児島市の〇〇さん、借人は新川西の〇〇 

さん、申請地は議案書に記載されているとおり、更新５年の利用権設定で

ございます。 

 

６ページをお開きください。 

 

次に１０１番、貸人は大阪府寝屋川市の〇〇さん、借人は新川西の〇〇

さん、申請地は議案書に記載されているとおり、更新５年の利用権設定で

ございます。 

この農地につきましては、登記名義人○○さんであり、未相続農地のた

め相続人の過半の同意を得ての賃借となります。 

 

 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

 

議長（大村） 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

質疑を終結いたします。 

本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。  

よって、日程第 1 議案第４７号農業経営基盤強化促進法による農用地利 

用集積計画について原案どおり承認することに決しました。 

 

議長（大村）  

次に、日程第２議案第４８号農地中間管理事業農用地利用集積計画につ

いて議題といたします。 

 

 それでは、事務局の説明をお願いいたします。  
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事務局（若松） 

 それでは、説明いたします。資料７ページ、８ページをご覧ください。 

 

今回、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画については、賃借権

が１件１筆、面積２，２８４㎡、使用貸借権が２件６筆、５，８５６㎡と

なっております。総面積は８，１４０㎡で、鹿児島県農地中間管理機構が

農地中間管理権を取得する内容です。以上でございます。 

 

議長（大村） 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

質疑を終結いたします。 

本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

異議なしと認めます。  

 

よって、日程第２議案第４８号農地中間管理事業農用地利用集積計画に 

ついて原案どおり承認することに決しました。 

 

議長（大村） 

 次に、日程第３議案第４９号農地法第３条の規定による許可申請につい

て議題といたします。 

今回申請がなされたのは、所有権移転２件であります。 

この内、所有権移転の２６番については、現地調査を行っております。 

それでは、木佐貫委員に現地調査報告をお願いします。 

 

（木佐貫委員現地調査報告） 

 

それでは報告させていただきます。 

 

令和５年９月２０日水曜日に、農地法第 3 条に係る現地調査を、私と中村委員、

事務局の計４名で行いました。 

 

また、関係者として、農地の譲受人である○○さんが出席されました。 

 

今 回 の申 請 は、鹿 屋 市 串 良 町 在 住 の譲 受 人 が本 町 在 住 の ○○さんから贈
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与により所有権を移転するもので、作付予定作物は飼料用稲となっております。 

  

 譲 受 人 は農 業 を営 んでおり、農 業 への従 事 状 況 及 び、保 有 している農 機 具 を

調査したところ、効率的な耕作は可能だと思われます。 

 

なお譲受人の住所は鹿屋市串良町となっておりますが、池之原から近いところ

であり、通作に関しても問題は、特にないものと思われます。 

 

さらに、農作業をする際には周囲の農地への悪い影響が出ないように、十分に

気をつけるとのことでありましたので、農地法第 3 条による許可を出しても問題はな

いものと思われます。 

 

 以上で報告を終わらせていただきます。 
 

議長（大村） 

 ありがとうございました。それでは質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

 質疑を終結いたします。 

 本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

 異議なしと認めます。 

 

 それでは、引き続き事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（若松） 

 それでは、説明いたします。資料９ページをお開きください。 

 所有権移転の２５番、譲渡人は鹿屋市の〇〇さん、譲受人は川東の〇〇

さん、申請地は議案書に記載されているとおり、売買による所有権移転で

ございます。 

以上でございます。 

 

 

議長（大村） 

 ありがとうございました。それでは質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

 質疑を終結いたします。 

 本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

 異議なしと認めます。 

 

 よって日程第３議案第４９号農地法第３条の規定による許可申請につ

いて原案どおり承認することに決しました。  

 

 

議長（大村）  

次に、日程第４議案第５０号農業振興整備計画変更に伴う意見について

議題といたします。 

 

 今回は、農用地区域からの除外１件についての意見を求められておりま

す。 

 資料１０ページの東串良町長 宮原 順さんからの除外申請につきま

しては、現地調査を行っておりますので、その報告を内村委員よろしくお

願いいたします。 

  

（内村委員現地調査報告） 

 

「それでは報告させていただきます。」 

 

令和５年９月２０日水曜日に、転用に係る現地調査を私と福岡委員、事

務局２名の計４名で行いました。 

また、関係者として東串良町教育委員会から課長補佐の新原さんが出席

されました。 

 

申請地は農用地区域内農地でありますので、農地課へ農用地利用計画変

更申出書の提出がされております。 

 

転用目的は、申請地に町立の学校給食共同調理場を建築するためとなっ

ております。 

 

また、除外が決定されたとして、申請地は農地の広がりが 10 ヘクター

ル以上であると思われることから第 1種農地に該当するものと思われます。 

第 1 種農地は原則として転用は許可されませんが、今回の申請は、公共
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施設の建設でありますので転用の必要はないものと思われます。 

 

費用については補助金、地方債及び自己財源により賄う予定であるとの

ことです。 

 

転用する面積は 5 筆で 7,478 ㎡になります。周囲の状況などを考えても

特に問題はないものと思われます。 

 

また、申請人は転用の許可が下りた場合、周囲へ被害のかからないよう

被害防除計画書に沿って対応し、もし苦情等があった場合、誠意を持って

対応するとしており、特に問題はないものと思われます。 

 

以上で説明を終わらせていただきます 

 

 

議長（大村） 

 ありがとうございました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

 質疑を終結いたします。 

 本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 以上で日程第４議案第５０号農業振興地域整備計画の変更に係る意見

についての審議を終えたいと思います。 

 

 

議長（大村） 

次に、日程第５議案第５１号農地法第５条第１項の規定による農地転用

許可申請ついて議題といたします。 

今回は賃借権設定が２件あります。２件とも申請人が同じで申請場所も

隣接していることから一括して審議したいと思います。 

資料１１ページ・１２ページの株式会社○○さんからの転用申請につき

ましては、現地調査を行っておりますので、その報告を谷口委員よろしく

お願いします。 
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（谷口委員調査報告） 

 

「それでは報告させていただきます。」 

 

令和５年９月２０日水曜日に、転用に係る現地調査を私と鶴丸委員、事

務局２名の計４名で行いました。 

また、関係者として申請人の〇〇建設の〇〇さんが出席されました。 

 

申請地は農地区分としましては、農用地区域内農地に該当します。また、

埋蔵文化財包蔵地区にも指定されておりますが、県教育委員会へ許可申請

中とのことです。 

 

農用地区域内農地は原則として転用は許可されませんが、今回の申請は、

申請者が申請地から砂を採取するために申請地を一時的に使用するもの

であるため、不許可の例外である一時転用に該当するものと思われます。 

 

費用については自己資金により賄う予定であるとのことです。 

 

転用する面積は ３筆 3,222 ㎡であり、周囲の状況などを考えても特

に問題はないものと思われます。 

 

また、申請人は転用の許可が下りた場合、周囲へ被害のかからないよう

被害防除計画書に沿って対応し、もし苦情等があった場合、誠意を持って

対応するとしており、特に問題はないものと思われます。 

 

 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

議長（大村） 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「質疑なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

質疑を終結いたします。 

 本案は、原案どおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」）の声あり） 

 

議長（大村） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり承認することに決しました。 
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議長（大村） 

次に、日程第６議案第５２号の農地のあっせん委員の選任について議題

といたします。 

今回は売買を求める申出が３件、賃借を求める申出が１件あります。 

 本案につきましては、事務局の説明後、あっせん委員を選任していきた

いと思います。どのような方法で選任したらよろしいでしょうか。 

 

（「事務局一任の声あり」） 

 

議長（大村） 

 事務局一任という声がありましたので、まず、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

（事務局宮之前説明） 

 

議長（大村） 

 それでは、事務局一任という声がありましたので農地のあっせん委員に

つきましては 

 １３ページ、１４ページ、１６ページについては木佐貫委員と中村委員

を指名いたします。委員長は木佐貫委員にお願いしたいと思います。 

 次に１５ページは内村委員と福岡委員を指名いたします。委員長は内村

委員にお願いしたいと思います。 

 

 よって、日程第６議案第５２号の農地のあっせん委員の選任については、

ただいま指名いたしました方々にお願いすることに決しました。 

 

議長（大村） 

 次に、日程第７議案第５３号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想」に係る意見について議題といたします。 

 今回は、東串良町長 宮原 順さんから意見を求められておりますので、 

その内容の説明を農林水産課担当者よろしくお願いします。 

 

 （農林水産課説明） 

 

議長（大村） 

 ありがとうございました。 

 これより質疑にはいります。質疑はありませんか。 

 

松留委員 

 16 ページの経営体の生産率は、30％ではないのか。経営体がいいとなれ

ば 70％ぐらいだと思うが、子牛が 10 頭となっているが、赤字の経営体を
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作りなさいとなっているのではないですか。 

 

農林水産課担当者 

こちらの方も県の基本方針に基づいて、あくまでも設定をしているもので、

実際行われている皆さまの意見の方が地域の実情だと思いますので、たく

さんの意見をいただいて検討していきたいと思います。 

 

松留委員 

例えば基本方針の上限を変更して、いい経営体で行ってもらいたい。み

んなが努力すればいいことなので。 

 

農林水産課担当者 

 今いただいた意見も今後検討させていただきたいと思います。 

 

議長（大村） 

 他にありませんか？ 

 

有留委員 

 ざっくり聞いた話ですが、土地は中間管理機構に預けるという形になる

と思いますが、営農の形としては町が主体でこういう計画で進めていくと

いう事でいいですか。又地域の意見は大きくなるという事でいいですか。 

基盤法で名義変更をしたりするのは変わらないですか。後はお金の流れは

どうなりますか。補助金等の流れ等？ 

 

（事務局 宮之前） 

補助金につきましては、現状答える事が出来ません。 

令和 6 年度までに地域計画を作らなければなりません。基盤法がなくなっ

て基盤法が使えなくなり中間管理機構を使わなければならなくなります。

今のやり方は出来なくなりますので、中間管理機構で手続きをしなければ

なりません。地域計画で 10 年後農地について誰が耕作するとかを決めて

行かなければなりません。 

 

議長（大村） 

 他にありませんか。 

 

村吉委員 

 人によっては、中間管理機構でやらないで相対でやってくれという人が

いるのですが、そういう場合はどのようにすればよろしいですか。 

 

（事務局 宮之前） 

地域計画に基づいて皆様の協力をいただきながら中間管理機構へ、計画

していかなければなりません。農業委員の皆様でお願いをしていただけれ

ばと思います。 
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村吉委員 

 本人同士で現金で契約して、中間管理機構は嫌という人もいるのですが。 

 

（事務局 宮之前） 

そういう声も多いですが、今後は中間管理機構に載せ替えをして、皆さ

んですすめて行かなければなりません。 

 

松留委員 

 できるだけ中間管理機構でやっていかなければならない事の十分な説

明をして進めなければならないと思うが、それでもやらないという方がい

れば仕方がない。強制力がないので。 

 

（事務局 駿河﨑） 

 農業委員会の務めとしましては、大きな農家さんの担い手に集積してい

くという事で、やみ小作とかでは認めることが出来ませんので、それらを

説得するために皆さんがいると思います。制度が変わったら皆さんで数字

を上げて行かなければならないと思います。そこをご理解頂ければと思い

ます。 

 

松留委員 

ただ中間管理機構の申請は、通帳を出しなさいとか申請関係に融通がき

かないのではないですか。 

 

（事務局 駿河﨑） 

確かに、書類が面倒なので私たちも申請書類については、柔軟化するよ

う要望して行きたいと思います。 

 

松留委員 

国の始めることは、最初のうちは融通がきかないので、地域に応じてや

ってもらわないといけないと思う。何でもそうだ。今後併用していかなけ

ればいけない。 

 

木佐貫委員 

今後の目標の施設園芸の 18 ページのピーマンについて、作付面積が 1

ヘクタールとありますが、個人経営ではなくて、今後法人形式でやるよう

にということですか。 

 

農林水産課担当者 

今の 18 ページは新たに追加した項目でありまして、個人の方が 10 ペー

ジですね。こちらに個人経営は記載してあります。 
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議長（大村） 

他にありませんか。 

 

松留委員 

いきなり資料を渡されても、質問しようがないよね。 

 

農林水産課担当者 

 資料の事前の提出等が遅れましたが、中身について数値や文言等皆さん

で何かあればご質問いただければと思います。 

 

議長（大村） 

他にありませんか。何かあれば農林水産課担当者へ聞いてください。 

 

議長（大村） 

他にありませんか。 

 

 （「質疑なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

 質疑を終結いたします。 

 本案は、原案どおり承認することに意義ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

議長（大村） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり承認することに決しました。 

 

以上で日程第７議案第５３号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想」に係る意見についての審議を終えたいと思います。 

 

 

議長（大村） 

その他に入りたいと思います。 

協議会に切り替えます。 

 

○各委員から意見 

 

○事務局から意見 

 

※  10 月現地調査：20 日（金） 

定例総会：25 日（水） 

申請締切：9 月 29 日(金)※10 月定例総会分 
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議長（大村） 

他にございませんか。 

なければ、本会議に返します。 

以上、本日の議案はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、東串良町農業委員会令和５年第９回定例総会を閉会い

たします。 

 


